鹿児島県SHOCHU市場開拓事業
「鹿児島焼酎PRフェア」業務委託
企画コンペ実施要領

この要領は，表記業務に係る企画コンペに参加しようとする者が提出する企画提案書を審査し，受託者を選定する手続に関し必要な事項を定めるものである。
 
１ 事業概要
(1) 事業名
　　鹿児島県SHOCHU市場開拓事業「鹿児島焼酎PRフェア」業務委託
(2) 事業（提案）内容
　　別添「公募型企画提案募集要領」のとおり
(3) 履行期間
　　契約締結日から令和９年３月10日（水）まで
　(4) 委託上限額
　　　27,000千円以内
　　　※この金額は契約予定額ではなく、事業規模を示すものである。

２ 参加要件
(1) 単独事業者による参加
企画コンペに参加できる単独事業者は，次に掲げる要件の全てを満たす
ものとする。
ア 法人格を有すること。
イ 県内に本社又は事業所を有すること。 
ウ 自治体及びこれに類する団体，観光団体等で同種の事業実績があるこ 
と。
エ 次のいずれにも該当しないこと。
 a 鹿児島県や県内の市町村から指名停止の措置を受けている者
b 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する「暴力団排除措置の対象となる法人等」に該当する者
(2) 共同企業体（ＪＶ）による参加
  構成団体が共同して本業務に携わり，それぞれの得意分野で実力を最大限に発揮することでより効果的，効率的に運営することが可能な場合は，共同企業体による参加を可とする。本企画コンペに参加できる共同企業体は，次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 共同企業体の全ての構成事業者が，法人格を有すること。
イ 共同企業体の全ての構成事業者が上記（１）の条件を全て満たしてい
ること。 
ウ 本企画コンペにおいて，複数の共同企業体の構成員となることはでき
ない。

３ 事業者の選定
企画の内容、妥当性、目的達成度合い、執行管理体制、経費見積等について審査し、選定する。
 
４ 企画コンペの実施方法等
(1) 企画提案に必要な書類の提出
 ア 提出日 令和８年７月31日（金） 15時まで
イ 提出部数 １部　※データ（PDF）でも提出してください。
ウ 選定方法 
書類審査（一次審査）を実施し，選定された企画提案について、下記のとおりプレゼンテーション（最終審査）を実施する。
プレゼンテーションに参加した事業所の中から，特に内容等が優れたものと随意契約により委託契約を締結する。
○書類審査（一次審査）の結果通知日
　令和８年８月７日（金）（予定）
○プレゼンテーション
　a 実施日　　令和８年８月18日（火）　13:30～
※事業者ごとの時間及び企画書の必要部数については、
改めてお知らせします。
　b 実施場所　県酒造会館会議室

エ 企画提案に必要な書類
 (a) 企画提案書（公募型企画提案募集要領に基づく具体的実施案）
 ※ 提出書類の形式用紙サイズはＡ４版（必要に応じてＡ３版の折り込 
みも可とする）用紙縦若しくは横使用，横書きとする。
(b) 参考見積書
    正式な見積書については，企画コンペの結果を踏まえ，最も優れた企
画を提案した応募者に改めて依頼する。
(c) 実施スケジュール，実施体制図（スタッフ体制）
(d) 類似の実績（過去３年以内における主な実績）
(e) 共同企業体にあっては，構成事業者の業務分担のわかるもの。
(f) 会社概要
 ※  共同企業体の場合は，構成事業者全てのもの。
(g) 共同企業体（ＪＶ）協定書（予定案で可）：Ａ４判，任意様式 


５ その他
 (1)　当事業による成果物の権利（版権，著作権等）は鹿児島県酒造組合に帰
属するものとする。
(2)　提出した書類は返還しない。
(3)　企画提案に要する一切の費用は各社負担とする。
(4)　著作権法等法令に抵触しないこと。
(5)　選定結果については，全参加事業者に連絡する。
(6)　決定した業者と業務打合せ（必要に応じて提案された企画の修正・変
更）を行い，委託契約を締結する。
 なお，契約手続きに要する費用は，受託者負担とする。 
(7)　本要領等に関する質問は，電話又は電子メールですること。
(8)　採択後，事業実施に際し，事業実施者と協議の上で，適宜内容の改善
が図られる場合があります。

６  書類等の提出先
 〒892-0836 鹿児島市錦江町８番１５号
 鹿児島県酒造組合（担当：川嵜）
 電 話：０９９－２２２－１４５５
 ＦＡＸ：０９９－２２４－９７６４
  E-mail：　kagoshima01@honkakushochu.or.jp
